
「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項第１号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について」の一部改正について

新旧対照表 （傍線部分が改正部分）

改 正 案 現 行

記 記

１ 役務取引許可の対象 １ 役務取引許可の対象
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

２ 技術提供取引の許可 ２ 技術提供取引の許可
（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

３ 許可を要しない技術提供取引 ３ 許可を要しない技術提供取引
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）プログラムであって、次に掲げるものを提供する取引（ただし （４）プログラムであって、次に掲げるものを提供する取引

、 に該当する場合であっても、輸出令別表第４の２ア、ウ又はカ
に掲げる地域以外の地域において提供する取引にあっては、貿易
外省令第９条第１項第４号のイ及びロのいずれの場合にも該当し

ないときに限る。）
ア～オ （略） ア～オ （略）
カ 外為令別表の８の項（２）に該当するプログラムのみであっ カ 外為令別表の８の項（２）に該当するプログラム（外為令別

て、貨物等省令第７条第３号ロのみに該当するデジタル電子計 表の１６の項に該当するものを含む。）のみであって、貨物等
算機が実行できる形式のもののうち、輸出令別表第１の１から 省令第７条第３号ロのみに該当するデジタル電子計算機が実行
１５までの項の中欄に該当しない貨物のために特別に設計され できる形式のもののうち、輸出令別表第１の１から１５までの

たプログラムであって、同表の１から１５までの項の中欄に該 項の中欄に該当しない貨物のために特別に設計されたプログラ
当するデジタル電子計算機で実行させることを目的としないも ムであって、同表の１から１５までの項の中欄に該当するデジ
の。 タル電子計算機で実行させることを目的としないもの。ただし

、当該プログラムを提供する取引が貿易関係貿易外取引等に関
する省令第９条第１項第４号イの規定に基づき、経済産業大臣
が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のた

めに利用されるおそれがある場合を定める件（平成１２年通商
産業省告示第７４８号。以下「告示」という。）の規定に該当
する場合（輸出令別表第４の２に掲げる地域において提供する

ことを目的とする取引を除く。）及び貿易外省令第９条第１項



第４号ロの規定に基づく経済産業大臣からの通知を受けた場合

は、この限りでない。
キ （略） キ （略）

（５）（略） （５）（略）

別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中解釈を要する語 別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中解釈を要する語

外為令 外為令別表 外為令 外為令別表
別表の 中解釈を要 解 釈 別表の 中解釈を要 解 釈

項 する語 項 する語

２～ （略） （略） ２～ （略） （略）

１５ １５

１６ 関税定率法 関税定率法（明治４３年法律第５４号）別 １６ 貨物等省令 貨物等省令第１４条の２に該当する貨物の

（明治４３ 表第２５類から第４０類まで、第５４類か 第１４条の 設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨
年法律第５ ら第５９類まで、第６３類、第６８類から ２に該当す 物等省令第１４条の２に該当する貨物以外
４号）別表 第９３類まで又は第９５類に該当する貨物 る貨物の設 の貨物に適用できる技術以外のものをいう

第２５類か の設計、製造又は使用に係る技術のうち、 計、製造又 。
ら第４０類 関税定率法別表第２５類から第４０類まで は使用に専
まで、第５ 、第５４類から第５９類まで、第６３類、 ら係る技術

４類から第 第６８類から第９３類まで又は第９５類に
５９類まで 該当する貨物以外の貨物に適用できる技術
、第６３類 以外のものをいう。

、第６８類
から第９３
類まで又は

第９５類に
該当する貨
物の設計、

製造又は使
用に専ら係
る技術



貨物等省令 アプリケーションプログラムであって、ロ

第１４条の ケット搭載用の電子計算機を使用するため
２第８５号 に特別に設計又は変更されたプログラム以
に該当する 外のものを除く。

貨物の使用
に専ら係る
技術

別紙２ （略） 別紙２ （略）

別紙２－２ （略） 別紙２－２ （略）
１ 役務取引の許可 １ 役務取引の許可

外為法第２５条第１項第１号の規定に基づく役務取引の許可事務 外為法第２５条第１項第１号の規定に基づく役務取引の許可事務
は、次の区分により行う。 は、次の区分により行う。
（１）（略） （１）（略）

（２）役務取引許可事務の取扱区分 （２）役務取引許可事務の取扱区分
役務取引の許可事務は、次の区分により行う。 役務取引の許可事務は、次の区分により行う。
ア 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が役務取引 ア 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が役務取引

の許可を行う取引 の許可を行う取引
（ア） 取扱要領のⅠのⅠ－１の二の２の規定に基づき貿易経 （ア） 取扱要領のⅠのⅠ－１の二の２の規定に基づき貿易経
済協力局長が別に定める一般包括輸出許可等について（ 済協力局長が別に定める一般包括輸出許可等について（

平成８年９月６日付け８貿局第３７６号・輸出注意事項 平成８年９月６日付け８貿局第３７６号・輸出注意事項
８第２１号。以下「一般包括通達」という。）のⅠの１ ８第２１号。以下「一般包括通達」という。）のⅠの１
の（２）の第１種一般包括役務取引許可の範囲（以下「 の（２）の第１種一般包括役務取引許可の範囲（以下「

第１種一般包括役務取引許可範囲」という。）における 第１種一般包括役務取引許可範囲」という。）における
取引（取扱要領のⅠのⅠ－１の四の２の（１）、（２） 取引（取扱要領のⅠのⅠ－１の四の２の（１）、（２）
及び（３）の規定中第１種一般包括役務取引 の効力 、（３）及び（５）の規定に基づき第１種一般包括役務許可

を失うものとされる取引及び（５）の規定に基づき第１ 取引許可の効力を失うものとされる取引並びに本別紙の
種一般包括役務取引許可の効力を失うものとされる取引 １（２）イにおいて安全保障貿易審査課が役務取引の許
並びに本別紙の１（２）イにおいて安全保障貿易審査課 可を行うこととされている取引を含む役務取引契約によ

が役務取引の許可を行うこととされている取引を含む役 る取引を除く。）
務取引契約による取引を除く。）

（イ） 取扱要領のⅠのⅠ－２の二の２の規定に基づき貿易経 （イ） 取扱要領のⅠのⅠ－２の二の２の規定に基づき貿易経

済協力局長が別に定める一般包括通達のⅡの１の（２） 済協力局長が別に定める一般包括通達のⅡの１の（２）



の第２種一般包括役務取引許可の範囲（以下「第２種一 の第２種一般包括役務取引許可の範囲（以下「第２種一

般包括役務取引許可範囲」という。）における取引（取 般包括役務取引許可範囲」という。）における取引（取
扱要領のⅠのⅠ－２の四の２の（２）及び（３）の規定 扱要領のⅠのⅠ－２の四の２の（２）、（３）、（４）
中第２種一般包括役務取引 の効力を失うものとされ 及び（５）の規定に基づき第２種一般包括役務取引許可許可

る取引及び（４）の規定に基づき第２種一般包括役務取 の効力を失うものとされる取引並びに本別紙の１（２）
引許可の効力を失うものとされる取引並びに本別紙の１ イにおいて安全保障貿易審査課が役務取引の許可を行う
（２）イにおいて安全保障貿易審査課が役務取引の許可 こととされている取引を含む役務取引契約による取引を

を行うこととされている取引を含む役務取引契約による 除く。）
取引を除く。）

イ （略） イ （略）

２及び３ （略） ２及び３ （略）

別紙３ 役務取引許可申請書の添付資料等 別紙３ 役務取引許可申請書の添付資料等
第１ 役務取引許可申請に必要な書類 第１ 役務取引許可申請に必要な書類

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）
注１～注５ （略） 注１～注５ （略）
注６ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲 注６ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲

げる地域において提供することを目的とする取引であって、 げる地域において提供することを目的とする取引であって、
貿易外省令第９条第１項第４号のイ又はロに該当する場合に 貿易外省令第９条第１項第４号のイ又はロに該当する場合に
は、その旨を申請理由書（参考様式１）に記載すること。 は、その旨を申請理由書（参考様式１）に記載すること。

また、イに該当する場合には、告示の該当号についても記 また、イに該当する場合には、告示の該当号についても記
載すること。 載すること。
なお、申請理由書において貨物の関税定率法別表の類の番

号（２桁）を輸出令別表第１の項番の後に括弧書きで記載す
ること。

第２ 役務取引許可申請書の記載要領 第２ 役務取引許可申請書の記載要領
１ 基本的注意事項 １ 基本的注意事項
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

２ 申請書記載上の注意事項 ２ 申請書記載上の注意事項
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）
(4)取引の概要 (4)取引の概要

①～③ （略） ①～③ （略）



④ 役務の内容 ④ 役務の内容

提供する技術について、該当する外為令別表の項の番 提供する技術について、該当する外為令別表の項の番
号及び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の条、項及び 号及び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の条、項及び
号を記載するとともに、どのような技術をどのような方 号を記載するとともに、どのような技術をどのような方

法で提供するのかを具体的に記載する。プログラム等が 法で提供するのかを具体的に記載する。プログラム等が
提供される場合はその数量、技術者の派遣・受入れがな 提供される場合はその数量、技術者の派遣・受入れがな
される場合は所属・人数についても記載すること。 される場合は所属・人数についても記載すること。

なお、外為令別表の１６の項での申請の場合であって
、当該技術が外為令別表の５の項から１５の項にも該当
する場合には、これについても同様に記載すること。

例１～例４ （略） 例１～例４ （略）
(5)支払等の関係 （略） (5)支払等の関係 （略）

別紙４ （略） 別紙４ （略）

参考様式１～参考様式４ （略） 参考様式１～参考様式４ （略）


